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標記の件につきまして、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部から「イベント等の

開催について、現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが」という前提のもと、

大規模なイベントなどの自粛を検討するよう要請があり、最新の感染の発生状況を踏まえ

ると、屋内などでお互いの距離が十分にとれない状況で一定時間いることが、感染リスク

を高めるとされています。 

開成水辺スポーツ公園につきましては、屋外スポーツ施設であるため、施設利用は継続

させていただきますが、政府のメッセージの趣旨等を踏まえ、各自での施設利用等の判断

をお願い申し上げます。 

なお、施設利用をする際は感染機会を減らすため、手洗いの推奨や咳エチケットの呼び

かけ、アルコール消毒薬の持参、風邪のような症状のある方につきましては利用しないな

ど感染拡大の防止をお願い申し上げます。 

引き続き、新型コロナウイルス感染症の今後の感染の広がりや重症度を見ながら，必要

に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を提供する場合があることをご理解ください。

新型コロナウイルス感染症については，日々状況が変化しているところであり，下記関連

情報ホームページ及びそのリンク先において最新の情報を確認の上，引き続き安全確保に

細心の注意を払っていただくようお願いします。 

 

                     記 

○関連情報ホームページ 

・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応につ

いて」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 

・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について 

（内閣官房ホームページ） 

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

・イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ 

（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(令和２年２月 25 日 新型コロナウ 

イルス感染症対策本部決定) 

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/kihonhousin.pdf 


